
【具体例】 

・2/3 児発 4人 

の場合 放デイ

６人まで受入可 

・2/10 児発7人

の場合 放デイ

3人まで受入可 

（20210125 児通所支援連絡会資料） 

多機能型について 

１ 多機能型とは（複数の事業を一体的におこなうもの） 

（１） 障害児通所支援の多機能 

（２） 障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能 

２ サービス提供単位 

一または複数の障害児に対して、同時に、一体的に提供される支援を一の単位とする。 

（１） 対象事業 

   児童発達支援、放課後等デイサービス 

     ＜２単位となる場合＞ 

ア 午前と午後とで別の障害児に対してサービスを提供する  

イ 同一事業所内で同時に２クラスのサービスを提供する 

（２） 人員配置 

   複数の単位を設置する場合は、それぞれの単位ごとに人員基準を満たすこと 

（３） 児童発達支援管理責任者 

     支援の種類ごとに１名配置（常勤専従） ※ 多機能型の特例により兼務可 

（４） 障害児通所給付費 

     事業所全体の定員規模により算定 

     例） 児童発達支援１０人・放課後等デイサービス１０人の多機能型事業所 

（重症心身障害児以外） 

       ア 事業所全体定員１０人（算定区分：定員１０人以下） 

児童発達支援と放課後等デイサービスをあわせて１０人まで受入れ可 

イ 事業所全体定員２０人（算定区分：定員１１人以上２０人以下） 

         児童発達支援１０人まで、放課後等デイサービス１０人まで受入れ可 

ウ 従業員の員数等に関する特例によらない多機能事業所 

事業所全体定員２０人（算定区分：定員１０人以下） 

児童発達支援１０人まで、放課後等デイサービス１０人まで受入れ可 

※ 児童発達支援管理責任者・従業員をそれぞれ専従で配置し人員基準を満たすこと、

指導訓練室が専用であること 

※ 児者多機能型については、イ又はウの取り扱いとなる 

（「児者多機能型事業所における定員規模別の報酬請求の取り扱いについて」平成

31 年 2 月 6 日兵庫県障福第 2209 号） 
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障福 第２２０９号 

平成31年２月６日 

関係障害児通所支援事業所代表者 様 

兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課長 

児者多機能型事業所における定員規模別の報酬請求の取り扱いについて 

障害児通所支援事業と障害福祉サービス事業を多機能型事業所で運営（ 以下、「 児

※者多機能型事業所」 という。） する事業所については、解釈通知（ ） の「 定員規模

別単価の取扱いについて」 において、基準省令第80条及び第215条第1項に定める

従業者の員数等に関する特例によらない場合（ 常勤の従業者の員数の特例の適用をし

ない場合）以外は、両サービスの利用定員の合計数により報酬を算定することとされ

ていますので、ご留意いただきますようお願いします。  

なお、これまでどおり、各々 の事業所の利用定員により報酬算定を行う場合は、サ

ービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置が必要となりますので、平成31

年4月1日までに必要となる事業所へのサービス管理責任者又は児童発達支援管理責

任者の配置をお願いします（ 研修要件を満たさない場合には、個別協議ください）。  

※解釈通知 
○ 児童福祉法に基づく 指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定
に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害
福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する

基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 

障害福祉課障害施設整備班担当： 藤本

℡  078- 341- 7711  内線2967 
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１０人 40:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 320:00 80:00 2.0

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

40:00 40:00 40:00 40:00 40:00 0:00 0:00 40:00 40:00 40:00 40:00 40:00 0:00 0:00 40:00 40:00 40:00 40:00 40:00 0:00 0:00 40:00 40:00 40:00 40:00 40:00 0:00 0:00 800:00 200:00 5.0

5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

常勤専従 ○ ○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①西野　 休 休 休 休 休 休 休 休

常勤専従 ○ ○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①岡田　 休 休 休 休 休 休 休 休

シフト区分 ② - ① - ③実働時間

休 0

① 8:00

② 0:00

③ 0:00

④ 0:00 ３　必要に応じて、セルを複写により、欄を増やしてください。

⑤ 0:00

⑥ 0:00

⑦ 0:00

区
分

職種
（資格）
区分

資格
等証
明書
添付
チェッ
ク欄

勤務形
態

氏名

第１週 第２週 第３週 第４週 勤務時間の状況

4週
合計

週平均
勤務時
間

常勤換
算後人
数

（参考様式５）

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（平成３０年　１０　月分）
放課後等デイサービス 事業所名 ○ ○ 事業所

定員
基準配置すべき児童指導員、保育士
又は障害福祉サービス経験者数

２人
多機能型事業所の
適用の有無

なし
多機能型事業所の場
合の特例適用の有無

なし
1週間に当該事業所常勤職員の勤務すべき時間数

※時刻表示で入力（例 40:00【40時間00分】）ください。

40:00 1.0

保育士 ■ 常勤専従 ○ ○本田　 160:00 40:00 1.0

児童指導員 ■ 常勤専従 ○ ○香川　 160:00

人員
基準
に該
当する
職員 □

常勤専従 ○ ○乾　

児童指導員 ■ 常勤専従 ○ ○柴崎　

保育士 ■ 1.0

14時00分～17時30分

上記
以外
の加
配職
員

指導員 ■ 常勤専従 ○ ○吉田　

0.0

提供時間内
配置実人数

14時00分～17時30分

160:00 40:00 1.0

160:00 40:00

160:00 40:00

0:00 0:00

1.0

１　従業者全員（管理者を含む。）について、全ての項目について直接入力又はセルで表示されるリストの選択により記入してください。
なお、セルに色表示されている部分は自動計算されますので、削除しないでください。9:00 18:00 1:00

管理者

当該事業所で定める勤
務時間の区分

※必ず時刻表示で入力
（例　40:00【40時間00
分】）してください。

① ②開始時間 終了時間

上
記
以
外
の
職
員

職種

児童発達支援管理責任者

勤務形
態

氏名

第１週 第２週 第３週 第４週

直
接
支
援
職
員

合計
サービス提供時間内における
配置職員の実人員数の計

支援の種類

４　当該事業所・施設に係る組織体制図（参考様式５別紙）及び資格等の証明書を添付してください。

5　多機能型の場合も、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援、放課後等デイサービス等、各サービスごとに作成してください。

※２　「当該事業所で定める勤務時間の区分（ ）」は、「シフト区分」毎に、例えば、開始時間「８：３０」、終了時間「１７：３０」、休憩時間
「0:45（45分休憩の場合）」と入力してください（実働時間は自動計算されます）。

③休憩時間 【記載に際しての留意事項】

例１ ： 週５日（月～金）営業の放課後等デイサービスの場合 確認ポイント１ サービス提供時間通じて、人員基準上配置すべき職員は２名いるか。

（サービス提供時間 月～金 １４：００～１７：３０） 確認ポイント２ 人員基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。

確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、人員基準上配置すべき職員に加えて、常勤換算で1.0以上

確認ポイント１ サービス提供時間通じて、人員基準上配置すべき職員は２名いるか。

⇒ いる。 月～金のサービス提供時間通じて、児童指導員の香川さん と

保育士の本田さんの２名が、常に配置されている。

確認ポイント２ 人員基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。

⇒ いる。 常勤職員には、児童指導員の香川さん と 保育士の本田さんの２名がいる。

確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、人員基準上配置すべき職員に加えて、常勤換算で1.0
以上あるか。

⇒ ある。 例１の場合、児童指導員加配加算（Ⅰ）で、

人員基準上配置すべき職員 香川さん 本田さん に加えて、

保育士の加配が常勤換算で１．０（乾さん）あるので、専門職員（理学療法士等）の

加算が算定できる。

※ 当該放課後等デイサービス事業所が、障害児状態区分が、「区分１」の事業所であれば、

児童指導員の加配が常勤換算で１．０（柴崎さん）あるので、

さらに児童指導員加配加算（Ⅱ）で、児童指導員等の加算が算定できる。

※ 児童発達支援事業所の場合、未就学児等支援区分Ⅰで、常勤換算の要件も満たせば、

児童指導員加配加算（Ⅱ）が算定できる。
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（参考２）

事業所・施設の名称

サービス区分
※ リストから選択

加算対象職員の氏名

保有資格状況

※ ① ⑭～ からリ
スト選択

○ ○香川　 ④

△ △本田　 ⑪

○ ○柴崎　 ⑨

△ △乾　 ⑪

保育士（機能
訓練担当職員
を含む）

児童指導員
障害福祉
サービス経
験者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

○ ○香川　 児童指導員 常勤専従 1 1

○ ○本田　 保育士 常勤専従 1 1

○ ○吉田　 指導員 常勤専従 1 1

○ ○柴崎　 児童指導員 常勤専従 1 1

○ ○乾　 保育士 常勤専従 1 1

0

0

5 1 1 0 1 0 0 0 1 1

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

（例１）　児童指導員等配置加算・児童指導員等加配加算に関する届出書

○ ○ 事業所

放課後等デイサービス

１ 児童指導員等配置加算
〔サービス提供時間を通じて児童指導員、保育士又は適合研修修了者のいずれか１名以上配置している場合〕

● 児童指導員の資格要件を満たす場合
① 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当
する課程を修めて卒業した者
⑤ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で
修得したことにより、同法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに
相当する課程を修めて卒業した者
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒
業した者
⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学への入学を
認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校
教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上児童福祉
事業に従事したもの
⑨ 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府
府知事が適当と認めたもの
⑩ ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府府知事が適当と認めたもの
● 保育士の資格保有の場合
⑪ 保育士
● 厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を修了した場合（適合研修者）
⑫ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した者
⑬ 重度訪問介護従事者養成研修（行動障害支援課程）を修了した者
⑭ 行動援護従事者養成研修を修了した者

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援及び放課後等デイサービスを別々に作成してください。

２ 児童指導員等加配加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）
〔サービス提供時間を通じて基準人員数（定員10名の場合、基準人員数は2）に加え、常勤換算で1又は2以上配置の場合〕

基準人員及び加算対象職員

の氏名

職種区分

※ リスト選択

常勤・
非常
勤の
別

※ リス
ト選択

  　　　　　　　  基準人員数

※常勤換算数で記載し、例えば、定員
10名の場合で常勤換算で2を超えた場
合は、超えた数（α-2）を右記の加算
欄に分割して記載

　　　　児童指導員等加配加算（Ⅰ）

※常勤換算数で記載
※常勤換算数１以上の場合、算定可

　　　　児童指導員等加配加算（Ⅱ）

※常勤換算数で記載
※加算（Ⅰ）の算定に加え、常勤換算数
で１以上の場合、算定可

右記
の常
勤換
算数
の合
計

計

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援と放課後等デイサービスを別々に作成してください。

注3)放課後等デイサービスで加算（ Ⅱ） を届出の場合は、「 報酬算定区分に関する届出書」 を必ず添付してく ださい。
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１０人 40:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
#N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A

③ ③ ③ ③
#N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A

2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 272:00 68:00 1.7

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
4:00 4:00 4:00 #N/A 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 #N/A 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 #N/A 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 #N/A 4:00 #N/A #N/A

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
#N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A

28:00 28:00 24:00 24:00 28:00 0:00 0:00 28:00 28:00 24:00 24:00 28:00 0:00 0:00 28:00 28:00 24:00 24:00 28:00 0:00 0:00 28:00 28:00 24:00 24:00 28:00 0:00 0:00 528:00 132:00 3.3

4 4 4 4 5 0 0 4 4 4 4 5 0 0 4 4 4 4 5 0 0 4 4 4 4 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

常勤専従 西野 ○ ○ ① ① ① ① ①　 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休

常勤専従 岡 ○ ○ ① ① ① ① ①田　 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休

シフト区分 実 ② - ① - ③働時間

休 0

① 8:00

② 4:00

③ 4:00

④ 0:00 ３　必要に応じて、セルを複写により、欄を増やしてください。

⑤ 0:00

⑥ 0:00

⑦ 0:00

区
分

第１週 第２週 第３週 第４週 勤務時間の状況

（参考様式５）

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（平成３０年　１０　月分）
児童発達支援 事業所名 ○ ○ 事業所支援の種類

定員
基準配置すべき児童指導員、保育士
又は障害福祉サービス経験者数

２人
多機能型事業所の
適用の有無

あり
多機能型事業所の場
合の特例適用の有無

あり
1週間に当該事業所常勤職員の勤務すべき時間数

※時刻表示で入力（例 40:00【40時間00分】）ください。

0.4

児童指導員 ■ 常勤専従 ○ ○香川　 160:00

常勤換
算後人
数

職種
（資格）
区分

資格
等証
明書
添付
チェッ
ク欄

勤務形
態

氏名 4週
合計

週平均
勤務時
間

40:00 1.0

保育士 ■ △ △非常勤 本田　 64:00 16:00

32:00 8:00 0.2

障害経験者 ■ △ △非常勤 大迫　 16:00 4:00 0.1

障害経験者 ■ △ △非常勤 長友　

64:00 16:00 0.4

提供時間内
配置実人数

10時00分～13時00分

■ △ △非常勤 乾　 32:00 8:00 0.2

160:00 40:00 1.0保育士 ■ 常勤兼務 ○ ○長谷部　

指導員

児童指導員 ■ 非常勤

10時00分～13時00分

上
記
以
外
の
職
員

職種
勤務形
態

氏名

児童発達支援管理責任者

管理者

△ △柴崎　

上記
以外
の加
配職
員

合計
サービス提供時間内における
配置職員の実人員数の計

直
接
支
援
職
員

人員
基準
に該
当す
る職
員

第１週 第２週 第３週 第４週

9:00 13:00 0:00

【記載に際しての留意事項】

１　従業者全員（管理者を含む。）について、全ての項目について直接入力又はセルで表示されるリストの選択により記入してくださ
い。なお、セルに色表示されている部分は自動計算されますので、削除しないでください。9:00 18:00 1:00

４　当該事業所・施設に係る組織体制図（参考様式５別紙）及び資格等の証明書を添付してください。

5　多機能型の場合も、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援、放課後等デイサービス等、各サービスごとに作成してください。

当該事業所で定める勤
務時間の区分

※必ず時刻表示で入力
（例　40:00【40時間00
分】）してください。

① ② ③開始時間 終了時間 休憩時間

14:00 18:00 0:00 ※２　「当該事業所で定める勤務時間の区分（ ）」は、「シフト区分」毎に、例えば、開始時間「８：３０」、終了時間「１７：３０」、休憩時間
「0:45（45分休憩の場合）」と入力してください（実働時間は自動計算されます）。

（県：参考様式５別紙）記載例

（神戸市：参考様式７別紙）記載例 (例３)

組　　織　　体　　制　　図

児童発達支援 　放課後等デイサービス

　　氏名 　　氏名

※ 　既存の組織体制図がある場合は、その写し等の添付でかまいません。
※ 　担当業務や兼務の状況が分かるように図又は文章による説明を加えてください。

長谷部○ ○ （ 常勤）
△ △柴崎 （ 非常勤）

△ △三浦 （ 非常勤）

△ △川島 （ 非常勤）

△ △乾 （ 非常勤）

長谷部○ ○ （ 常勤）

○ ○ 事業所（多機能の特例による場合）

従業者氏名従業者氏名

事業所の名称

児童発達支援管理責任者

○ ○西野

※管理者と兼務

管理者

○ ○氏名　　岡田

△ △長友 （ 非常勤）

△ △大迫 （ 非常勤）

サービスの種類 児童発達支援・放課後等デイサービス

※児童発達支援管理責任者と兼務

※管理者と兼務

本田△ △ （ 非常勤） 本田△ △ （ 非常勤）

同一所在地において他に実
施している事業

香川○ ○ （ 常勤）

△ △酒井 （ 非常勤）

児童発達支援管理責任者

○ ○西野

△ △原口 （ 非常勤）

香川○ ○ （ 常勤）

例２ ： 週５日（月～金）営業の児童発達支援・放課後等デイサービスの場合（多機能の特例による場合）

（サービス提供時間 月～金 １０：００～１３：００） 確認ポイント１ サービス提供時間通じて、基準上配置すべき職員は２名いるか。 （※H29年度以前指定の児童発達支援は経過措置あり）
（サービス提供時間 月～金 １４：００～１７：００） 確認ポイント２ 基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。 （※同上）

確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、基準上配置すべき職員に加えて、常勤換算で1.0以上あるか。

確認ポイント１ サービス提供時間通じて、人員基準上配置すべき職員は２名いるか。

⇒ いる。 児童指導員の香川さん と 保育士の本田さん 、障害サービス経験者の長友さん、

大迫さん の４名で、月～金のサービス提供時間通じて、常に２名いるよう配置されている。

確認ポイント２ 人員基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。

⇒ いる。 常勤職員には、児童指導員の香川さん がいる。

確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、人員基準上配置すべき職員に

加えて、常勤換算で1.0以上あるか。

⇒ ある。 ただし、例２（児発）の場合、

人員基準は、香川さん 本田さん 長友さん、大迫さんの４名で満たす。

加算人員は、「保育士」が１以上あるので、 「専門職員（理学療法士等）」で算定できる。

（例２）

資料2
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（参考２）

事業所・施設の名称

サービス区分
※ リストから選択

加算対象職員の氏名

保有資格状況

※ ① ～⑭ からリ
スト選択

○ ○香川　 ④

△ △本田　 ⑪

○ ○長谷部　 ⑪

△ △柴崎　 ⑧

保育士（機能
訓練担当職員
を含む）

児童指導員
障害福祉
サービス経
験者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

○ ○香川 児童指導員 常勤専従 1 1

△ △本田 保育士 非常勤 0.4 0.4

△ △長友 障害福祉サービス経験者 非常勤 0.2 0.2

△ △大迫 障害福祉サービス経験者 非常勤 0.1 0.1

○ ○長谷部 保育士 常勤専従 1 1

△ △柴崎 児童指導員 非常勤 0.4 0.4

△ △乾 指導員 非常勤 0.2 0.2

3.3 0.4 1 0.3 1 0.4 0.2 0 0 0

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

（例２：児発）　児童指導員等配置加算・児童指導員等加配加算に関する届出書

○ ○ 事業所（多機能型による事業所）

児童発達支援

１ 児童指導員等配置加算
〔サービス提供時間を通じて児童指導員、保育士又は適合研修修了者のいずれか１名以上配置している場合〕

● 児童指導員の資格要件を満たす場合
① 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当
する課程を修めて卒業した者
⑤ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で
修得したことにより、同法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに
相当する課程を修めて卒業した者
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒
業した者
⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学への入学を
認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校
教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上児童福祉
事業に従事したもの
⑨ 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府
府知事が適当と認めたもの
⑩ ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府府知事が適当と認めたもの
● 保育士の資格保有の場合
⑪ 保育士
● 厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を修了した場合（適合研修者）
⑫ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した者
⑬ 重度訪問介護従事者養成研修（行動障害支援課程）を修了した者
⑭ 行動援護従事者養成研修を修了した者

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援及び放課後等デイサービスを別々に作成してください。

２ 児童指導員等加配加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）
〔サービス提供時間を通じて基準人員数（定員10名の場合、基準人員数は2）に加え、常勤換算で1又は2以上配置の場合〕

基準人員及び加算対象職員

の氏名

職種区分

※ リスト選択

常勤・
非常
勤の
別

※ リス
ト選択

基準人員数

※常勤換算数で記載し、例えば、定員
10名の場合で常勤換算で2を超えた場
合は、超えた数（α-2）を右記の加算
欄に分割して記載

　　　　児童指導員等加配加算（Ⅰ）

※常勤換算数で記載
※常勤換算数１以上の場合、算定可

　　　　児童指導員等加配加算（Ⅱ）

※常勤換算数で記載
※加算（Ⅰ）の算定に加え、常勤換算数
で１以上の場合、算定可

右記
の常
勤換
算数
の合
計

計

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援と放課後等デイサービスを別々に作成してください。

注3)放課後等デイサービスで加算（ Ⅱ） を届出の場合は、「 報酬算定区分に関する届出書」 を必ず添付してく ださい。
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１０人 40:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

② ② ② ② ② ② ② ②
#N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 4:00 #N/A #N/A #N/A

② ② ② ②
#N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4:00 #N/A #N/A

2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 272:00 68:00 1.7

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②
4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 #N/A #N/A

32:00 32:00 28:00 28:00 28:00 0:00 0:00 32:00 32:00 28:00 28:00 28:00 0:00 0:00 32:00 32:00 28:00 28:00 28:00 0:00 0:00 32:00 32:00 28:00 28:00 28:00 0:00 0:00 592:00 148:00 3.7

5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

常勤専従 ○ ○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①西野　 休 休 休 休 休 休 休 休

常勤専従 岡 ○ ○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①田　 休 休 休 休 休 休 休 休

シフト区分 ②実働時間 -① -③

休 0

① 8:00

② 4:00

③ 4:00

④ 0:00 ３　必要に応じて、セルを複写により、欄を増やしてください。

⑤ 0:00

⑥ 0:00

⑦ 0:00

定員
基準配置すべき児童指導員、保育士
又は障害福祉サービス経験者数

２人
多機能型事業所の
適用の有無

あり
多機能型事業所の場
合の特例適用の有無

あり
1週間に当該事業所常勤職員の勤務すべき時間数

※時刻表示で入力（例 40:00【40時間00分】）ください。

４　当該事業所・施設に係る組織体制図（参考様式５別紙）及び資格等の証明書を添付してください。

第２週 第３週 第４週

１　従業者全員（管理者を含む。）について、全ての項目について直接入力又はセルで表示されるリストの選択により記入してくださ
い。なお、セルに色表示されている部分は自動計算されますので、削除しないでください。1:00

14時00分～17時０0分

上
記
以
外
の
職
員

職種
勤務形
態

氏名

児童発達支援管理責任者

5　多機能型の場合も、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援、放課後等デイサービス等、各サービスごとに作成してください。

当該事業所で定める勤
務時間の区分

※必ず時刻表示で入力
（例　40:00【40時間00
分】）してください。

① ② ③開始時間 終了時間 休憩時間

14:00 18:00 0:00 ※２　「当該事業所で定める勤務時間の区分（ ）」は、「シフト区分」毎に、例えば、開始時間「８：３０」、終了時間「１７：３０」、休憩時間
「0:45（45分休憩の場合）」と入力してください（実働時間は自動計算されます）。9:00 13:00 0:00

【記載に際しての留意事項】

管理者

第１週

9:00 18:00

△ △川島　 80:00 20:00 0.5

提供時間内
配置実人数

14時00分～17時０0分

■ △ △非常勤 三浦　 80:00 20:00 0.5

160:00 40:00 1.0上記
以外
の加
配職
員

保育士 ■ 常勤兼務 ○ ○長谷部　

指導員

32:00 8:00 0.2

障害経験者 ■ △ △非常勤 酒井　 16:00 4:00 0.1

人員
基準
に該
当す
る職
員

障害経験者 ■ △ △非常勤 原口　

児童指導員 ■ 非常勤

第１週
区
分

40:00 1.0

保育士 ■ △ △非常勤 本田　 64:00 16:00 0.4

児童指導員 ■ 常勤専従 ○ ○香川　 160:00

合計

直
接
支
援
職
員

サービス提供時間内における
配置職員の実人員数の計

（参考様式５）

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（平成３０年　１０　月分）
放課後等デイサービス 事業所名 ○ ○ 事業所支援の種類

第２週 第３週 第４週 勤務時間の状況

4週
合計

週平均
勤務時
間

常勤換
算後人
数

職種
（資格）
区分

資格
等証
明書
添付
チェッ
ク欄

勤務形
態

氏名

（県：参考様式５別紙）記載例

（神戸市：参考様式７別紙）記載例 (例３)

組　　織　　体　　制　　図

児童発達支援 放課後等デイサービス

　　氏名 　　氏名

※　既存の組織体制図がある場合は、その写し等の添付でかまいません。
※　担当業務や兼務の状況が分かるように図又は文章による説明を加えてください。

長谷部○ ○ （ 常勤）
△ △柴崎 （ 非常勤）

△ △三浦 （ 非常勤）

△ △川島 （ 非常勤）

△ △乾 （ 非常勤）

長谷部○ ○ （ 常勤）

○ ○ 事業所（多機能の特例による場合）

従業者氏名従業者氏名

事業所の名称

児童発達支援管理責任者

○ ○西野

※管理者と兼務

管理者

○ ○氏名　　岡田

△ △長友 （ 非常勤）

△ △大迫 （ 非常勤）

サービスの種類 児童発達支援・放課後等デイサービス

※児童発達支援管理責任者と兼務

※管理者と兼務

本田△ △ （ 非常勤） 本田△ △ （ 非常勤）

同一所在地において他に実
施している事業

香川○ ○ （ 常勤）

△ △酒井 （ 非常勤）

児童発達支援管理責任者

○ ○西野

△ △原口 （ 非常勤）

香川○ ○ （ 常勤）

例３ ： 週５日（月～金）営業の児童発達支援・放課後等デイサービスの場合（多機能型の特例による事業所）

（サービス提供時間 月～金 １０：００～１３：００） 確認ポイント１ サービス提供時間通じて、基準上配置すべき職員は２名いるか。 （※H29年度以前指定の児童発達支援は経過措置あり）
（サービス提供時間 月～金 １４：００～１７：００） 確認ポイント２ 基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。 （※同上）

確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、基準上配置すべき職員に加えて、常勤換算で1.0以上あるか。

確認ポイント１ サービス提供時間通じて、人員基準上配置すべき職員は２名いる

か。

⇒ いる。 児童指導員の香川さん と 保育士の本田さん 、障害サービス経験者の原口さん、

酒井さん の４名で、月～金のサービス提供時間通じて、常に２名いるよう配置されている。

確認ポイント２ 人員基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。

⇒ いる。 常勤職員には、児童指導員の香川さん がいる。

確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、人員基準上配置すべき職員に

加えて、常勤換算で1.0以上あるか。

⇒ ある。 ただし、例３（放デ）の場合、

人員基準は、香川さん 本田さん 原口さん、酒井さんの４名で満たす。

加算人員は、「保育士」が１以上あるので、 「専門職員（理学療法士等）」で算定できる。

資料2
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（参考２）

事業所・施設の名称

サービス区分
※ リストから選択

加算対象職員の氏名

保有資格状況

※ ① ～⑭ からリ
スト選択

○ ○香川　 ④

△ △本田　 ⑪

○ ○長谷部　 ⑪

△ △川島　 ⑧

保育士（機能
訓練担当職員
を含む）

児童指導員
障害福祉
サービス経
験者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

○ ○香川 児童指導員 常勤専従 1 1

△ △本田 保育士 非常勤 0.4 0.4

△ △原口　 障害福祉サービス経験者 非常勤 0.2 0.2

△ △酒井　 障害福祉サービス経験者 非常勤 0.1 0.1

○ ○長谷部 保育士 常勤専従 1 1

△ △川島　 児童指導員 非常勤 0.5 0.5

△ △三浦　 指導員 非常勤 0.5 0.5

3.7 0.4 1 0.3 1 0.5 0.5 0 0 0

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

（例３：放デ）　児童指導員等配置加算・児童指導員等加配加算に関する届出書

○ ○ 事業所（多機能型による事業所）

放課後等デイサービス

１ 児童指導員等配置加算
〔サービス提供時間を通じて児童指導員、保育士又は適合研修修了者のいずれか１名以上配置している場合〕

● 児童指導員の資格要件を満たす場合
① 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当
する課程を修めて卒業した者
⑤ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で
修得したことにより、同法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに
相当する課程を修めて卒業した者
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒
業した者
⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学への入学を
認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校
教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上児童福祉
事業に従事したもの
⑨ 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府
府知事が適当と認めたもの
⑩ ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府府知事が適当と認めたもの
● 保育士の資格保有の場合
⑪ 保育士
● 厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を修了した場合（適合研修者）
⑫ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した者
⑬ 重度訪問介護従事者養成研修（行動障害支援課程）を修了した者
⑭ 行動援護従事者養成研修を修了した者

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援及び放課後等デイサービスを別々に作成してください。

２ 児童指導員等加配加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）
〔サービス提供時間を通じて基準人員数（定員10名の場合、基準人員数は2）に加え、常勤換算で1又は2以上配置の場合〕

基準人員及び加算対象職員

の氏名

職種区分

※ リスト選択

常勤・
非常
勤の
別

※ リス
ト選択

基準人員数

※常勤換算数で記載し、例えば、定員
10名の場合で常勤換算で2を超えた場
合は、超えた数（α-2）を右記の加算
欄に分割して記載

　　　　児童指導員等加配加算（Ⅰ）

※常勤換算数で記載
※常勤換算数１以上の場合、算定可

　　　　児童指導員等加配加算（Ⅱ）

※常勤換算数で記載
※加算（Ⅰ）の算定に加え、常勤換算数
で１以上の場合、算定可

右記
の常
勤換
算数
の合
計

計

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援と放課後等デイサービスを別々に作成してください。

注3)放課後等デイサービスで加算（ Ⅱ） を届出の場合は、「 報酬算定区分に関する届出書」 を必ず添付してく ださい。
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１０人 40:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00 8:00 8:00 #N/A #N/A #N/A 8:00 8:00

② ② ③ ② ② ③ ② ② ③ ② ② ③
#N/A #N/A 3:30 3:30 #N/A #N/A 6:30 #N/A #N/A 3:30 3:30 #N/A #N/A 6:30 #N/A #N/A 3:30 3:30 #N/A #N/A 6:30 #N/A #N/A 3:30 3:30 #N/A #N/A 6:30

② ③ ② ③ ② ③ ② ③
#N/A #N/A #N/A #N/A 3:30 6:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3:30 6:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3:30 6:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3:30 6:30 #N/A

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 382:00 95:30 2.4

2 2 2 2 2 2 2 2 382:00 95:30 2.4

① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
8:00 #N/A 8:00 #N/A 8:00 #N/A #N/A 8:00 #N/A 8:00 #N/A 8:00 #N/A #N/A 8:00 #N/A 8:00 #N/A 8:00 #N/A #N/A 8:00 #N/A 8:00 #N/A 8:00 #N/A #N/A

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6:30 6:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6:30 6:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6:30 6:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6:30 6:30

② ② ② ②
#N/A #N/A #N/A 3:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3:30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3:30 #N/A #N/A #N/A

24:00 16:00 19:30 15:00 19:30 21:00 21:00 24:00 16:00 19:30 15:00 19:30 21:00 21:00 24:00 16:00 19:30 15:00 19:30 21:00 21:00 24:00 16:00 19:30 15:00 19:30 21:00 21:00 544:00 136:00 3.4

3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

常勤専従 ○ ○西野　 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休

常勤専従 岡 ○ ○田　 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休 ① ① ① ① ① 休 休

シフト区分 実働時間② - ① - ③

休 0

① 8:00

② 3:30

③ 6:30

④ 0:00 ３　必要に応じて、セルを複写により、欄を増やしてください。

⑤ 0:00

⑥ 0:00

⑦ 0:00

多機能型事業所の場
合の特例適用の有無

なし
1週間に当該事業所常勤職員の勤務すべき時間数

※時刻表示で入力（例 40:00【40時間00分】）ください。

（参考様式５）

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（平成３０年　１０　月分）
放課後等デイサービス 事業所名 ○ ○ 事業所

職種
（資格）
区分

資格
等証
明書
添付
チェッ
ク欄

勤務形
態

氏名

第１週

支援の種類

区
分

定員
基準配置すべき児童指導員、保育士
又は障害福祉サービス経験者数

２人
多機能型事業所の
適用の有無

なし

128:00 32:00 0.8

児童指導員 ■ 常勤専従 ○ ○香川　 160:00

第２週 第３週 第４週 勤務時間の状況

4週
合計

週平均
勤務時
間

常勤換
算後人
数

40:00 1.0

第１週 第２週

理学療法士 ■ 非常勤 乾 △ △

児童発達支援管理責任者

管理者

サービス提供時間内における
配置職員の実人員数の計
サービス提供時間内における
配置職員の実人員数の計

直
接
支
援
職
員

合計

障害経験者 ■ 非常勤 長友 △ △

上記
以外
の加
配職
員

人員
基準
に該
当す
る職
員

保育士 ■ △ △非常勤 本田　

児童指導員 ■

5　多機能型の場合も、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援、放課後等デイサービス等、各サービスごとに作成してください。

第３週 第４週

0.014:00 3:30

18:00 1:00

終了時間②

17:30 0:00

４　当該事業所・施設に係る組織体制図（参考様式５別紙）及び資格等の証明書を添付してください。

0.313:30

24:00 0.6

13:00 0.3

10:00 0.2

２　「当該事業所で定める勤務時間の区分（※ ）」は、「シフト区分」毎に、例えば、開始時間「８：３０」、終了時間「１７：３０」、休憩時間
「0:45（45分休憩の場合）」と入力してください（実働時間は自動計算されます）。

【記載に際しての留意事項】

１　従業者全員（管理者を含む。）について、全ての項目について直接入力又はセルで表示されるリストの選択により記入してください。
なお、セルに色表示されている部分は自動計算されますので、削除しないでください。

54:00

96:00

10:00 16:30 0:00

休憩時間③

提供時間内
配置実人数

14時00分～17時30分

14時00分～17時30分

9:00当該事業所で定める勤
務時間の区分

※必ず時刻表示で入力
（例　40:00【40時間00
分】）してください。

開始時間①

14:00

10時00分～16時30分

上
記
以
外
の
職
員

職種
勤務形
態

氏名

非常勤 柴崎 △ △　 52:00

40:00

提供時間内
配置実人数

10時00分～16時30分

指導員 ■ 非常勤 吉 △ △田　

障害経験者 ■ 非常勤 大迫 △ △

例４ ： 週７日（月～日）営業の放課後等デイサービスの場合 確認ポイント１ サービス提供時間通じて、基準上配置すべき職員は２名いるか。

（サービス提供時間 月～金 １４：００～１７：３０） 確認ポイント２ 基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。

（サービス提供時間 土、日 １０：００～１６：３０） 確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、基準上配置すべき職員に加えて、常勤換算で1.0以上あるか。

確認ポイント１ サービス提供時間通じて、人員基準上配置すべき職員は２名いるか。

⇒ いる。 児童指導員の香川さん と 保育士の本田さん 、障害サービス経験者の長友さん、

大迫さん の４名で、月～日のサービス提供時間通じて、常に２名いるよう配置されている。

確認ポイント２ 人員基準上配置すべき職員で、常勤職員は１名以上いるか。

⇒ いる。 常勤職員には、児童指導員の香川さん がいる。

それゆえ、土、日のように非常勤２名の日があってもよい。

確認ポイント３ 児童指導員加配加算を取る場合、人員基準上配置すべき職員に加えて、常勤換算で1.0以上ある
か。

⇒ ある。 例２の場合、児童指導員加配加算（Ⅰ）で、

人員基準上配置すべき職員には、香川さん 本田さん 長友さん、大迫さん の４名で

人員基準の員数を満たしていることになる。 この４人で常勤換算で２．３となり、２を超えているので、

超えた数（2.3ー2)=0.3 （長友さんの0.3）は、右の加算欄に記載することができる。

加算部分は加配加算（Ⅰ）で常勤換算数で合計１．３と１以上あるので、児童指導員加配加算（Ⅰ）が

算定できる。

ただし、各項目（理学療法士等、児童指導員等、その他の従業者）とも単独で、１以上ないので、

「その他従業者」の算定となる。
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（参考２）

事業所・施設の名称

サービス区分
※ リストから選択

加算対象職員の氏名

保有資格状況

※ ① ～⑭ からリ
スト選択

香川 ○ ○ ④

本田 △ △ ⑪

△ △柴崎　 ⑨

保育士（機能
訓練担当職員
を含む）

児童指導員
障害福祉
サービス経
験者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

理学療法士
等

児童指導員
等

その他の
従業者

香川 ○ ○　 児童指導員 常勤専従 1 1

本田 △ △　 保育士 非常勤 0.8 0.8

長友 △ △ 障害福祉サービス経験者 非常勤 0.3 0.3

大迫 △ △ 障害福祉サービス経験者 非常勤 0.2 0.2

吉田 △ △　 指導員 非常勤 0.6 0.6

△ △柴崎　 児童指導員 非常勤 0.3 0.3

△ △乾　 理学療法士 非常勤 0.1 0.1

3.3 0.8 1 0.2 0.1 0.3 0.9 0 0 0

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

（例４） 児童指導員等配置加算・児童指導員等加配加算に関する届出書

○ ○ 事業所

放課後等デイサービス

１ 児童指導員等配置加算
〔サービス提供時間を通じて児童指導員、保育士又は適合研修修了者のいずれか１名以上配置している場合〕

● 児童指導員の資格要件を満たす場合
① 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当
する課程を修めて卒業した者
⑤ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で
修得したことにより、同法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに
相当する課程を修めて卒業した者
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒
業した者
⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学への入学を
認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校
教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上児童福祉
事業に従事したもの
⑨ 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府
府知事が適当と認めたもの
⑩ ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府府知事が適当と認めたもの
● 保育士の資格保有の場合
⑪ 保育士
● 厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を修了した場合（適合研修者）
⑫ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した者
⑬ 重度訪問介護従事者養成研修（行動障害支援課程）を修了した者
⑭ 行動援護従事者養成研修を修了した者

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援及び放課後等デイサービスを別々に作成してください。

２ 児童指導員等加配加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）
〔サービス提供時間を通じて基準人員数（定員10名の場合、基準人員数は2）に加え、常勤換算で1又は2以上配置の場合〕

基準人員及び加算対象職員

の氏名

職種区分

※ リスト選択

常勤・
非常
勤の
別

※ リス
ト選択

基準人員数

※常勤換算数で記載し、例えば、定員
10名の場合で常勤換算で2を超えた場
合は、超えた数（α-2）を右記の加算
欄に分割して記載

児童指導員等加配加算（Ⅰ）

※常勤換算数で記載
※常勤換算数１以上の場合、算定可

児童指導員等加配加算（Ⅱ）

※常勤換算数で記載
※加算（Ⅰ）の算定に加え、常勤換算数
で１以上の場合、算定可

右記
の常
勤換
算数
の合
計

計

注1)「勤務形態一覧表（参考様式５）」及び資格等の証明書を添付してください（常勤専従の場合で、祝日等により常勤換算後人数が「0.9」となる場合は、「1」と記入）。

注2)特例による多機能型の場合は、勤務形態一覧表も含め、児童発達支援と放課後等デイサービスを別々に作成してください。

注3)放課後等デイサービスで加算（ Ⅱ） を届出の場合は、「 報酬算定区分に関する届出書」 を必ず添付してく ださい。
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（ 電子メール施行）  

障福第 ２４８３号 

平成31年3月29日 

（ 神戸市を除く ）  

各障害児通所支援事業所代表者 様 

兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課長 

障害児通所支援事業における利用定員超過の取り扱いについて 

 標記のことについては、県健康福祉事務所及び該当市町との合同実地指導を

通じて、１日あたりの利用定員の遵守状況を確認させていただいておりますが、

計画段階での取り扱いについての疑義照会が当課に寄せられていることから、

改めて別添のとおり計画での利用定員の考え方と、１日あたりの利用定員遵守

の取り扱いについてお示しいたしますので、適正な支援提供の確保に努めてい

ただきますようお願いいたします。  

℡  078- 341- 7711  障害福祉局障害福祉課障害施設整備班 

阪神南・ 阪神北・ 東播磨地域 （ 担当： 中井 内線： 3012）

北播磨・ 中播磨・ 西播磨・ 但馬・ 丹波・ 淡路地域  

（ 担当： 桧垣 内線： 2968）
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１日あたりの利用定員遵守の取り扱いについて 

１日あたりの利用定員遵守の原則（ 基準省令第39条及び71条）

 ○ 支援の提供に支障がないよう、原則として、児童発達支援事業所又は放課
後等デイサービス事業所が定める利用定員を超えた障害児の受入を禁止。

○ 災害、虐待のほか、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地
域の社会資源の状況等から新規の障害児を児童発達支援事業所又は放課後

等デイサービス事業所において受け入れる必要がある場合に限り可能であ

ること（ 受入上限あり）。

○ 定員超過が継続する場合は、適正なサービスの提供を確保するため、速やか
に定員を遵守するか、定員増加の変更手続きを行うか、いずれかの対応を行

うこと。

質問１： 新規の障害児以外で、定員超過の受入れができる場合はあるのか

○ 保護者の都合で、当日急遽受け入れする場合のみ、やむを得ない事情として
定員超過受入れを認めるが、この場合は、当日やむを得ず急遽受け入れた理

由を記録すること。  

○ 上記による理由は通常一時的に発生するものであるが、保護者の都合により
やむを得ず定員超過の継続の必要性が生じた場合については、特例措置とし

て、月平均の利用定員を 10名以内とするよう調整すれば、利用定員を遵守

したものとみなすこととする【 兵庫県独自ルール】。  

質問２： 定員超過の場合の職員配置はどうなるのか

○ 定員超過で受け入れた日については、人員基準に加えて１名を加配する必要
がある。（ 基準配置の２名のみでは、受入不可）

質問３： 定員超過の場合児童指導員等加配加算は算定できるのか

○ 児童指導員等加配加算の対象職員を定員超過のための加配職員として対応
する場合には、当該職員は人員基準の対象となるため、加算の対象外職員と

なることから、定員超過が生じた月の当該加算算定は不可となること（ 児童

指導員等加配加算は月単位での算定のため）。

○ この場合、人員基準や児童指導員等加配加算の対象職員を常勤で確保する場
合は、サービス提供時間帯の従事時間以外を加算対象の従事時間に振り分け

することは認められないので、４名以上の常勤職員の確保が必要となること。

また、人員基準の常勤１名以外を非常勤での確保の場合は、サービス提供時

間帯において非常勤２名に、加えて常勤換算で１名以上の職員の確保が必要

となること。
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質問４： 定員を超過した計画を作成して良いか

○ 予め、定員を超過する計画を作成することは差し支えないが、当日キャンセ
ルがなく 、超過利用者が発生した場合は、基準省令第39条及び71条に定め

る利用定員を超えた受け入れ禁止の原則から、必ず定員超過に該当する利用

者に対して受入できないことを丁寧に説明して断ることにより、定員の遵守

を徹底すること。  

○ なお、当日キャンセル分の想定が難しい場合は、計画段階から定員を遵守す
るよう工夫が望ましいこと。
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平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 24 年 8 月 31 日） 

（抜粋） 

問 109 放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に 

関する条件は何か。  

（答）  

○ 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほ 

か、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算 

を算定できる。  

＊ 以下のいずれかに該当し、それが障害児支援利用計画に記載されている

場合(＊１)とする。  

保護者等が就労等により送迎ができない場合であって、  

① スクールバスのルート上に事業所がない等、スクールバス等での送迎が  

実施できない場合。  

② スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービスを利  

用しない他の学生の乗車時間が相当時間延長する等、スクールバスによる 

送迎が適当でない場合。  

③ 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を確保で 

きない場合。  

④ その他、市町村が必要と認める場合（＊２）。  

＊１ 障害児支援利用計画が作成されていない場合は、学校、事業所、保護者

の三者の間で調整し、放課後等デイサービス支援計画に記載していること

で足りるものとする。  

＊２ ④は例えば、学校長と市町村が協議し、学校と事業所との間の途中まで

スクールバスによる送迎を行ったが、事業所までまだ相当の距離があり、

事業所による送迎が必 要であると認められる場合などが考えられる。 
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平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 27 年 3 月 31 日） 

（抜粋）

問 71 開所時間減算の対象となる「６時間」はどのように判断するのか。  

（答）  

○ 運営規程に定める営業時間が６時間未満の場合に減算の対象となる。 

運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れ

る体制を整えている時間であって、送迎のみを行っている時間は含まれな

いものであり、営業時間が６時間以上であれば、結果としてすべての児童

の利用時間が６時間未満であっても減算の対象とはならない。  

【例】  

・ 児童発達支援の営業時間を午前（9 時～12 時）、午後（13 時～16 時）と

クラス分けしている場合  

→ 営業時間を①9時～12 時、②13 時～16 時のように分けている場合で

あっても、営業時間は６時間であり、減算の対象とならない。 

・ 平日に児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、 

児童発達支援の営業時間を午前（9時～12 時）、放課後等デイサービスの 営

業時間を午後（13 時～16 時）としている場合  

→ 多機能型の特例による場合には、営業時間も合算して判断するため、 

減算の対象とならない。多機能型の特例によらない場合には、児童発達

支援は営業時間が４時間未満のため減算の対象となるが、放課後等デ

イサービスについては、減算の対象とならない。 なお、「児童を受け入

れる体制」とは、原則として受入可能な児童の数に応じた人員配置基準

を満たすことをいうものであるが、サービス提供時間を確保するため

に合理的な方法によって行う送迎の際に、直接処遇職員が添乗するこ

とにより、当該時間帯の前後に勤務していない直接処遇職員を新たに

配置しない限り、人員配置基準を満たさないものの、少なくとも直接処

遇職員が１人以上は事業所に配置されている場合は、「児童を受け入れ

る体制」として差し支えない。 また、重症心身障害児の送迎を行う場

合で、今回新たに拡充された送迎加 算を算定する場合にあっては、加

算により添乗する職員１人分を評価していることから、当該職員が送

迎の際に添乗することにより人員配置基準を満たさない場合は、上記

例外的取扱いには当たらないものであるが、送迎のみを行う時間帯に

ついては基本報酬で評価していないことから、算定して差し支えない。

（完全に営業時間内に行われる送迎については、送迎加算は算定でき

ない。）  

（平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平 24.8.31）問 105 の

一部改正） 
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事 務 連 絡  

令和元年５ 月 10 日

  都道府県 

各 指定都市 障害児支援担当課 御中 

  中 核市 

厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課 

児童発達支援の提供における安全管理の徹底について 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々 御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

先般、滋賀県大津市において、保育所外での移動中に園児２名が亡くなるという大変痛ま

しい事故が発生しました。  

これを受け、内閣府子ども・ 子育て本部参事官（ 子ども・ 子育て支援担当） 及び厚生労

働省子ども家庭局保育課の連名により、保育中の事故防止及び安全対策について、保育所

保育指針（ 平成29年厚生労働大臣告示第117号） に示す取扱いの徹底を管内市町村及び保育

所等に周知いただくよう、事務連絡「 保育所等での保育における安全管理の徹底につい

て」 を発出致しております（ 別添参考） 。  

児童発達支援事業所における児童発達支援の提供に当たっても、「 児童発達支援ガイドラ

イン」 （ 別紙） に基づき、施設外も含めた支援の提供中の事故等の防止に向けた安全対策に

ついて、引き続き徹底を図っていただきますよう、管内市町村及び児童発達支援事業所へ周

知をお願いいたします。  
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（ 別紙）  

○ 児童発達支援ガイドライン（ 平成29年７月24日障害保健福祉部長通知）（ 抄）  

第５章 児童発達支援の提供体制 

４  衛生管理、安全対策 

（ ４） 安全確保 

○ 職員は、支援の提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の

安全性について毎日点検し、必要な補修等を行い、危険を排除することが必要であ

る。  

また、職員は、衝動的に建物から出てしまう子ども等もいるため、子どもの特性

を理解した上で、必要な安全の確保を行う必要である。  

○ 設置者・ 管理者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな事例の情報を収集

し、ヒヤリハット事例集を作成し、職員間で共有することが必要である。  

参考： 児童発達支援ガイドライン 全文（ 厚生労働省ホームページ）  

https: //www. mhl w. go. j p/stf/sei sakuni tsui te/bunya/0000117218. html
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児童発達支援
医療型

児童発達支援
放課後等
デイサービス

保育所等
訪問支援

居宅訪問型
児童発達支援

添付書類
（付表、参考様式については、該当する様式を添付してください）

1 名称及び主たる事務所所在地【注】 ○ ○ ○ ○ ○

2 代表者の氏名及び住所【注】 ○ ○ ○ ○ ○

3
定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
又は条例

○ ○ ○ ○ ○

4 名称【注】 ○ ○ ○ ○ ○

5 所在地【注】 ○ ○ ○ ○ ○

6 利用定員 ○ ○ ○

（児）付表、運営規程
※利用定員が増加した場合は、人員配置、設備等を確認する必要がありますの
で、事前にご相談下さい。また、定員増加については、変更届ではなく、指定変
更申請となります。

7 運営規程 ○ ○ ○ ○ ○
（児）付表（付表の内容に変更があった場合のみ。営業日、営業時
間、定員等）
運営規程

8 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所 ○ ○ ○ ○ ○ （児）付表、児参考様式１～３

9
児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び
住所

○ ○ ○ ○ ○

10 定数及び職務の内容 ○ ○ ○ ○ ○

11 平面図 ○ ○ ○ ○ ○ 児参考様式６・７

12 設備の概要 ○ ○ ○ 児参考様式８

13 建物の構造概要 ○ ○ ○ 児参考様式６・７・８

14 ○ （児）付表３

15 ○ ○ ○ ○ ○ （児）付表、運営規程

16 ○ ○ ○ ○ ○
障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書と関係書類を提出
して下さい。

17 ○ ○ ○ ○ ○
新たに提供するサービスについては新規指定の手続が必要ですので、
事前にご相談下さい。

18 ○ ○ ○ （児）付表、児参考様式１２

19 ○ ○ ○ ○ ○ （児）付表、運営規程

変更届の様式は、尼崎市のホームページに掲載しています。
【注】上記1、2の項目については、「業務管理体制の整備に関する事項の届出書（届出事項の変更）」（尼崎市届出対象事業所のみ）もあわせて提出してください。

建物設備

事業を行おうとする区域

協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療
機関との契約の内容

主たる対象者

障害児通所給付費の請求に関する事項

障害児通所支援に係る変更届出事項一覧

変更する事項

定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例の写し（変更のあ
る場合のみ。原本証明が必要）
児参考様式１１の誓約書（要押印）
（法人の電話・ＦＡＸ番号変更のみの場合は、変更届に記載してくだ
さい。）
 *法人の合併等によるものの場合は新規申請が必要な場合があります
ので事前にご相談下さい。

申請者

医療法第７条の許可を受けた病院又は診療所であるこ
と

提供するサービスの種類

(児）付表
運営規程
所在地が変更した場合は、併せて事業所の平面図、事業所内外の写真
電話・ＦＡＸ番号変更の有無

事業所

職員 （児）付表
児参考様式１～５
児童発達支援管理責任者の資格要件を満たすことを証する書類の写し

資
料
2

1
8



尼崎市HP
トップページ > くらし・手続き > 障害者支援 > 障害者自立支援制度 > 指定サービス事業者及び障害者支援施設の方へ

トップページ > 注目のキーワード > 申請書ダウンロード > 障害者支援（申請書） > 事業所登録申請書等(【障害福祉サービス事業所】指定に係る各種様式）

者
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尼法指第 30118 号

令和2年11月4日  

障害児通所支援事業者 代表者 様 

                          尼崎市法人指導課長    

令和2年度障害児通所支援事業における自己評価結果等の公表について（ 通知）  

平素は、本市の障害福祉行政にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者においては、ガイドラインに基

づいた自己評価を実施し、その結果及び改善内容を１年に１回以上、インターネットの

ホームページ等を活用して公表することが義務づけられているため、今年度について自

己評価の再評価を公表のうえ届出をお願いします。

記

１ 対象となる支援 

  児童発達支援（ 医療型児童発達支援は除く 。） 及び放課後等デイサービス 

２  報告期限 

令和３年２月２６日（ 金）

  ただし、令和２年度に新規指定した事業所については、指定日から１年以内に自己

評価結果等の公表を行い、報告してく ださい。  

  なお、届出が報告期限を過ぎる場合は、事前に届出予定時期をご連絡ください。  

３  自己評価結果等未公表減算の適用期間及び適用範囲 

  令和３年３月３１日までに未届の場合、令和３年４月から当該状態が解消されるに

至った月まで、利用児童全員について減算（ 所定単位数の１５％減算） を適用 

  注） 公表及び報告していない場合は、減算が適用されます。  

４  報告方法 

  尼崎市ホームページ「 尼崎市自己評価結果等公表届出入力フォーム」から入力する

こと。（ 尼崎市ホームページ以外からリンクした場合は、入力画面が表示されません

のでご注意ください）  

トップページ > く らし・ 手続き > 障害者支援 > 障害者自立支援制度 > 【 障害児通所支

援】 指定申請（ 指定更新） 手続き及び届出等について > 2 自己評価結果等の公表及び届出  

尼崎市自己評価結果等公表届出入力フォーム 

（ http: //www. ci ty. amagasaki . hyogo. j p/kurashi /syogai sya/zi ri tu/1015995. html ）  

なお、公表の手順等は、別紙「 児童発達支援及び放課後等デイサービスの自己評価

結果等の公表に係る届出について(ver. 2)」 を参照してください。  
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５  留意事項 

 ⑴  自己評価表等様式例は、尼崎市ホームページに掲載していますので、参考にして
く ださい。なお、様式例以外の独自の評価表でも構いませんが、ガイドラインを網

羅した内容としてください。 

⑵  多機能型の場合は、自己評価結果の公表について、多機能型事業所全体で公表し
ても差し支えありません。 

⑶  報告内容に修正が生じた場合は、尼崎市ホームページ「 尼崎市自己評価結果等公
表届出入力フォーム」 から入力して届出してください。  

⑷  おおむね1年に1回の再評価による公表及び報告手続きが必要となりますので、
年間事業計画のうえ取り組んでください。  

以 上

[問い合わせ先] 

尼崎市法人指導課障害事業所指定担当 山田 

電 話 ０６－６４８９－６７５０ 

Ｆ ＡＸ  ０６－６４８９－６３５１ 
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尼崎市法人指導課（ ver.2）

1 

児童発達支援及び放課後等デイサービスの自己評価結果等の公表に係る届出について

 児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者においては、ガイドラインに基

づいた自己評価を実施し、その結果及び改善内容を概ね１年に１回以上、インターネッ

トのホームページ等を活用して公表することが義務づけられております。

１ 対象事業所

  児童発達支援（ 医療型児童発達支援は除く 。） 及び放課後等デイサービス事業所 

２ 届出方法

⑸  次の届出を行ってく ださい。（ ４評価手順 ）  

 ⑴  「 障害福祉サービス情報公表システム（ WAM NET）」 に登録のうえ承認申請する。 
  （ すでに「 自己評価の公表の有無」 項目が「 あり」、公表場所（ URL等） に変更がな

い場合は省略可）  

 ⑵  尼崎市ホームページ「 尼崎市自己評価結果等公表届出入力フォーム」 に入力し報
告する。（ 尼崎市ホームページ以外からリンクした場合は、入力画面が表示されませ

んのでご注意く ださい）  

  注）「 自己評価結果等未公表減算あり」 の事業所は、「 障害児通所給付算定に係る

体制等に関する届出書（ 様式第５号）」 及び「 別紙１（ 自己評価結果等未公表

→減算あり なし）」 を提出すること。  

３ 自己評価結果等未公表減算

  尼崎市に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児

全員について減算（ 所定単位数の１５％減算） を適用 

４ 評価手順（ 参考）

  児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドラインをご参照のうえ次

の手順をご参考く ださい。  

⑴  職員による自己評価（ ステップ１）  
事業所の職員が「 事業者向け自己評価表」を用いて、事業所の支援の評価を行う。

その際、「 はい」「 いいえ」等にチェックするだけでなく 、各項目について「 工夫して

いる点」「 課題や改善すべき点」 等について自己評価する。  

⑵  保護者等による評価（ ステップ２）  
事業者から保護者等に対して、「 保護者等向け評価表」 を配布してアンケート調査

を行う。保護者等から回答をとりまとめ、「 ご意見」 欄の記述も含め集計する。  

注） 保護者等アンケート結果は、５年間保存しておく こと。  

⑶  事業所全体による自己評価（ ステップ３）  
事業所の職員による自己評価及び保護者等による事業所評価の結果を踏まえ、職

員全員で討議し、項目ごとに評価を行う。特に、「 課題や改善すべき点」 について、

資料2

24



尼崎市法人指導課（ ver.2）

2 

認識をすり合わせる。  

職員間で認識が共有された課題や改善すべき点について検討を行い、速やかに改

善の対応を図る、若しく は、改善目標を立てる。なお、討議の結果は書面に記録し、

職員間で共有する。  

討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果を十分に踏まえ、支援の

提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。  

注） 事業所での討議記録については、５年間保存しておく こと。  

⑷  自己評価結果の公表（ ステップ４）  
事業所全体による自己評価に基づき、「 事業所における自己評価結果（ 公表）」 と

「 保護者等からの事業所評価の集計結果（ 公表）」 をインターネットのホームページ

等に掲載して公表する。  

⑸  尼崎市への報告 
①  ＷＡＭ ＮＥＴの障害福祉サービス等情報公表システムに公表場所（ ＵＲＬ等）
を登録し、承認申請をする。  

「 事業所情報の照会・ 編集を行う」－「 事業所詳細情報の編集を行う」－「 サービス内容に関す

る事項」－「 サービス別項目」－「 ガイドラインにおける自己評価の公表の有無」 を「 あり」 と

して公表場所URLを記入してく ださい。（ 登録するURLは、事業所トップページでなく 、自己評

価結果（ 公表用） が掲載されているページとしてく ださい。）  

②  尼崎市ホームページ「 尼崎市自己評価結果等公表入力フォーム」に入力し報告
する。  

③  [自己評価結果等未公表減算となっている事業所のみ対象]
「 障害児通所給付算定に係る体制等に関する届出書（ 様式第５号）」及び「 別紙

→１（ 自己評価結果等未公表減算あり なし）」 を提出する。

⑹  支援の改善（ ステップ５）  
課題や改善すべき点の検討結果を踏まえ、速やかに改善の対応を図る、若しく は、

立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく 。  

５ 新規指定事業所にかかる自己評価結果等未公表減算の取り扱いについて

指定日から１年以内に公表及び報告手続きを行うこと 

  （ 例： 令和2 →年5月1日付放課後等デイサービス指定 令和3年4月30日まで減算

適用対象外）  

６ 留意事項等

⑴  評価表等様式例は、尼崎市ホームページに掲載していますので、参考にしてく だ
さい。なお、様式例以外の独自の評価表でも構いませんが、ガイドラインを網羅し

た内容としてく ださい。  

⑵  事業所における自己評価は、保護者等による事業所評価を踏まえて行うものであ
り、保護者等へのアンケート調査が必要になります。また、事業所内掲示や利用者

への結果送付のみでなく 、上記４評価手順(5)① のとおり障害福祉サービス等情報公
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表システムへの掲載(尼崎市の承認)が必要です。
⑶  多機能型の場合は、自己評価結果の公表について、多機能型事業所全体で公表し
ても差し支えありません。  

⑷  おおむね1年に1回の再評価による公表及び報告手続きが必要となりますので、
年間事業計画のうえ取り組んでく ださい。  

７ 提出先・ 問い合わせ先

 〒６６０－８５０１  

  尼崎市東七松町1丁目２３－１  

尼崎市法人指導課 障害事業所指定担当 

Ｔ ＥＬ  ０６－６４８９－６７５０  

Ｆ ＡＸ  ０６－６４８９－６３５１  
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別紙２

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　

　当事業所・ 施設において、次のような事故が発生したので報告します。

法人名

事業所（ 施設） 名

事業所番号

記載者職氏名

支援の種類

（ 事故が発生した

支援）

氏名・ 年齢・ 性別 年齢： 性別：

受給者証番号 年　　　月　　　　日

※保護者住所

発生時等 年 月 日 時 分

【 支援中 食事中 入浴中 送迎中 その他（     　   　　　） 】
発生場所

事故の種別 骨折 やけど 感染症等 新型インフルエンザ

（ 複数の場合は、 打撲・ 捻挫・ 脱臼 その他の外傷 職員の法令違反、不祥事

もっとも症状の重いもの） 切傷・ 擦過傷 食中毒 その他（ 　　　　　　　　　　　　　　 ）

異食・ 誤えん

　死亡に至った場合はその死亡年月日： 　令和　　　年　　月　　日

事故の内容

（ 感染症等の場合は、疾患名、最初に患者が発生した日、利用者・ 従業者の発生者数、主な症状）

（ 時刻等もできるだけ詳しく記入すること）

（ 医療機関名、住所、電話番号等）

治療の概要

連絡済みの関係機関 家族等 保健所 その他（ 　　　　　　　　　 ）

（ 病状、入院の有無、その他の利用者の状況。感染症等による患者の集団発生の場合は患者数の推移）

（ 連絡日時等もできるだけ詳しく記入すること）

経過 解決又は終結している。 継続している。（ 内容　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

損害賠償等の状況

（ できるだけ具体的に記載すること）

注） 記載しきれない場合は、任意の別紙に記載の上、この報告書に添付してく ださい。

事故について、詳細な記録（ 介護・ 看護記録等） や図がある場合は、あわせて添付してく ださい。

※ 　保護者に関する情報（ 住所、電話番号） は、記載に支障がある場合は（ 個人情報保護等） 未記入でも結構です。

２
対
象
者

サービス提供日

３
事
故
の
概
要

居宅訪問型児童発達支援

保護者
※電話番号

再発防止に向けての
今後の取り組み

→障害児通所支援事業者　事故報告書（ 事業者 市町）

治療した医療機関

４
事
故
発
生
時
の
対
応

利用者の状況

家族への報告、
説明内容

児童発達支援センター

管理者名

５
事
故
発
生
後
の
対
応

放課後等デイサービス

対処の仕方

所在地
電話番号

FAX番号

児童発達支援

保育所等訪問支援

１
事
業
所
の
概
要
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障害福祉サービス事業者等及び市町等における事故等発生時の報告取扱要領（ 標準例）

１  事故報告の対象となる事業者及び障害福祉サービス等 

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定

相談支援事業者及び地域生活支援事業者、並びに児童福祉法に基づく指定障害児入所施

設及び指定障害児通所事業者（ 以下「 事業者」 という。） が行う障害福祉サービス、相談

支援、地域生活支援事業、障害児入所・ 通所支援に係るサービスとする。  

２  報告の範囲 

事業者は、次の(1)～(4)の場合、市町に報告を行う。  

(1)  サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生 

①  「 サービスの提供による」 とは送迎、通院等の間の事故も含む。 
また、利用者が事業所内にいる間は「 サービスの提供中」 に含まれる。  

②  ケガの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とするが、そ
れ以外でも家族等に連絡しておいた方がよいと判断されるものについては、市町に

対しても報告する。  

③  事業者側の過失の有無は問わない（ 利用者の自己過失及び第三者過失によるケガ
であっても、該当する場合は報告する）。  

④  利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性の
あるとき（ トラブルになる恐れがあるとき） は、市町へ報告する。  

⑤  利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者は
速やかに、市町へ連絡若しくは報告書を再提出する。  

(2)  食中毒及び感染症等の発生 

感染症とは「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 に定める

もののうち、原則として１類、２類、３類とする。

ただし、新型インフルエンザ並びに感染性胃腸炎（ ノロウイルス） や疥癬の発生な

ど、利用者等に蔓延する恐れのある場合も、市町へ報告する。

なお、新型インフルエンザに係るクラスター（ 集団発生） サーベイランスについて

は、別に定めるところによる保健所への報告と併せて、直ちに市町へ報告する。  

また、食中毒及び感染症等の発生について、関連する法に定める届出義務がある場

合はこれに従うほか、保健所等と連携・ 協力して対応する。  

(3)  職員（ 従業者） の法令違反・ 不祥事等の発生 

利用者の処遇に影響があるもの（ 例： 利用者からの預り金の横領、虐待など） につ

いて報告する。  

(4)  その他、報告が必要と認められる事故の発生 

３  報告の手順 

(1) 事故後、事業者は、速やかに市町へ電話又はＦＡＸで報告する（ 第一報）。  

①  電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、市町の受付者の名前を確認す
る。また、ＦＡＸの場合でも市町へ到着したかどうかを確認する。  

なお、ＦＡＸの報告書には個人情報に該当する部分（ 標準書式の場合の「 対象者

の受給者証番号・ 氏名・ 障害種別・ 障害支援区分」 の欄など） を伏せて送付し、着

信確認時に個人情報部分を口頭で伝えるなど個人情報の保護に留意する。  
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②  「 速やかに」 の期限については、最大限の努力をして可能な範囲とする。  
例えば、午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、深夜になった場

合には、翌日早朝に報告を行ったり、金曜日夕刻に事故が発生した場合には、土

日の間にＦＡＸを入れておき、月曜日早朝に電話確認を行うなど、社会通念に

照らして最大限の努力をすることが必要。 

(2)  事故処理の経過についても、電話又はＦＡＸで適宜報告する。  

(3)  事故処理の区切りがついたところで、定められた書式（ ５の「 事故報告書」） を用い

て、文書で報告する。  

なお、ＦＡＸに使う書式は、第一報の時点から、定められた事故報告書を用いても

よく 、 (1) (2) (3)の順に、同じ書式を使って、徐々 に必要な箇所が埋まっていく形で

もよい。市町では、それらを積み重ねて処理し、状況を把握することが可能となる。 

 (4)  各事業者は、市町、利用者（ 家族を含む。以下同じ。） 及び事業者が事故の事実関係

を共通に把握することができるよう、利用者に対し、事故報告書の控えを積極的に開

示し、求めに応じて交付する。  

４  利用者等への説明 

  事業者は、事故発生後、利用者やその家族に次の内容を説明しなければならない。  

 (1)  この要領に基づき、「 事故報告書」 を作成し、市町等に提出すること。  

 (2)  提出後の事故報告書が個人情報以外を事故事例として兵庫県等に報告される場合が

あること。  

 (3)  情報公開請求が出された際に、個人情報以外の内容（ 例： 事業者名等） が公開され

る場合があること。  

５  報告の書式 

別紙１「 障害福祉サービス事業者等 事故報告書」、別紙２「 障害児通所支援事業者 事

故報告書」 又は別紙３「 障害児入所施設 事故報告書」 を標準とする。  

（ 各市町で既に定められた書式がある場合は、それを用いて差し支えない）  

６  報告先 

事業者は、２で定める事故が発生した場合３・４の手順により、次の両者に報告する。  

①  利用者の支給決定等の実施主体の市町 
②  ②事業所・ 施設が所在する市町（ 新型インフルエンザの報告は、 を基本とする。） 

※報告には利用者の個人情報が含まれるため、各市町はその取扱いに十分注意する。 

７  報告を受けた市町等の対応 

報告を受けた市町においては、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対

応状況に応じて必要な対応（ 別表１） を行う。  

① )この場合、当該利用者の支給決定等の実施主体の市町（ 上記６の ）が主たる対応を

行うものとするが、事業者への事実確認等において必要がある場合は、事業所の所在地

②たる市町（ 上記６の ） と連携を図る。  

８  県民局の対応 

報告を受けた県民局は、必要な対応（ 別表２） を行う。  
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【記載例】児童発達支援・放課後等デイサービス多機能型事業所の運営規程 

＜運営規程に定めておかなければならない重要事項＞ 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ③ 営業日及び営業時間 

 ④ 利用定員 

⑤ 指定通所支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

 ⑥ 通常の事業の実施地域 

⑦ サービス利用に当たっての留意事項 

⑧ 緊急時等における対応方法 

 ⑨ 非常災害対策 

⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

⑪ 人格尊重及び虐待の防止のための措置に関する事項 

⑫ その他運営に関する重要事項 

  ・暴力団等の参入又は影響を排除する旨の規定 

  ・事故発生の防止及び発生時の対応に関する規定 

  ・研修計画を策定し、実施した研修の記録を整備するなど、計画的な人材の育成に努め

る旨の規定 

  ・事業の運営内容の評価について、結果の公表を行う旨の規定 

⑬ 附則 

  当該事業の施行日（事業開始の日） 
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※この規程の例は、令和 2 年 5 月現在において必要とする事項をまとめたものであり、記載の仕方やその内容

は、基準を満たす限り、任意のもので構いません。

○○○運営規程 

＜児童発達支援・放課後等デイサービス＞ 

（※○○○に事業所の正式名称を記載し、＜ ＞内に実施する事業名を記載してください。） 

（趣旨）

第 1条 この規程は、△△法人＊＊が開設する○○○（以下「事業所」という。）が行う指定障害児通所
支援事業（以下「事業」と言う。）の児童発達支援及び放課後等デイサービス（以下「指定通所支援」

という。）の事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定める。

（事業の目的及び運営の方針）

第 2条 児童発達支援事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団
生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて

適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

放課後等デイサービス事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交

流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切か

つ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

２ 事業の実施にあたっては、障害児又は障害児の保護者（以下「利用者」という。）の意思及び人格を

尊重して、常に障害児等の立場に立ったサービスの提供を行うものとする。

３ 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス等事業者その

他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

４ 事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守する。

（事業所の名称及び所在地）

第 3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
（１）名 称 ○○○

（２）所在地 兵庫県尼崎市・・・・・・ ○○ビル○号

（実施する事業の種類）

第 4条 事業所が実施する事業の種類は、次のとおりとする。
（１）指定児童発達支援事業

（２）指定放課後等デイサービス事業

（職員の職種、員数及び職務内容）

第 5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
（１）管理者 １人（常勤・専従）

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し法令等を

遵守させるために必要な指揮命令を行う。

（２）児童発達支援管理責任者 1人（常勤・専従）
  児童発達支援管理者は、次の業務を行う。

（ア）指定通所支援計画の作成等に関すること。
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（イ）利用申込者の利用に際し、その者に係る指定通所支援事業者等に対する照会等により、その者の

心身の状況、当該事業所以外における指定通所支援等の利用状況を把握すること。

（ウ）障害児の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むこと

ができるように定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障

害児に対し、必要な援助を行うこと。

（エ）他の職員に対する技術指導又は助言を行うこと。

（３）保育士    ○人

（４）児童指導員  ○人

（５）その他従業員 ○人

（営業日及び営業時間等）

第6条 事業所の営業日及び営業時間並びに指定通所支援を提供するサービス提供日及びサービス提供時
間は、次のとおりとする。

（１）指定児童発達支援

（ア）営業日 ○曜日から○曜日 ただし、祝日及び○月○日から○月○日までを除く。

（イ）営業時間 午前○時から午後○時まで。

（ウ）サービス提供日 ○曜日から○曜日 ただし、祝日及び○月○日から○月○日までを除く。

（エ）サービス提供時間 午前○時から午後○時まで。

（２）指定放課後等デイサービス

（ア）営業日 ○曜日から○曜日 ただし、祝日及び○月○日から○月○日までを除く。

（イ）営業時間 午前○時から午後○時まで。

（ウ）サービス提供日 ○曜日から○曜日 ただし、祝日及び○月○日から○月○日までを除く。

（エ）サービス提供時間

  ○曜日から○曜日 午前○時から午後○時まで

     学校休業日    午前○時から午後○時まで

 （利用定員）

第 7条 事業所の利用定員は、次のとおりとする。
    事業所全体合計 10人
（１）指定児童発達支援・・・10人
（２）指定放課後等デイサービス・・・10人

（主たる対象者） （※主たる対象者を特定する場合にのみ記載）

第 8条 主たる対象とする障害の種類は、次のとおりとする。
（例）知的障害児及び精神障害児（発達障害含む）

（指定通所支援の内容） 

第 9条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。
（１）通所支援計画の作成

（２）基本事業

（ア）日常生活訓練

    日常生活動作、音楽活動、運動感覚活動等

（イ）集団生活適応訓練
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   コミュニケーション支援等

（ウ）機能訓練

   理学療法、作業業法、言語療法、心理指導等

（エ）創作的活動

    絵画、工作等

（オ）社会生活上の便宜の供与

   レクリエーション行事等

（カ）療育相談

    医療、福祉、生活の相談等

（キ）療育方法の指導

    家族等に対する療育技術指導等

（カ）健康指導

    健康チェック、健康相談

（３）介護サービス

更衣、排泄等の身体介助

（４）送迎サービス

事業所の所有する車両により、障害児の自宅と事業所との間の送迎を行う。

（利用者から受領する費用の額等）

第 10 条 事業所は、指定通所支援を提供した際は、利用者から、市町村が定める負担上限月額の範囲内
において利用者負担額（サービスの提供に要した費用の 1割相当額）の支払を受けるものとする。
２ 事業所は、法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、利用者から厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額の支払を受けるものとする。

３ 事業所は、前 2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けることが
できる。

（１）創作的活動に係る材料費     実費

（２）給食サービスの提供に係る食事代 １食あたり○○○円

（３）その他の日常生活に係る実費

４ 事業所は、前 3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者
に対し交付するものとする。

５ 事業所は、第 3項の費用の額の発生に伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、
当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

６ 送迎サービスの利用に係る利用者負担は、徴収しない。（※送迎加算を算定する場合）

７ 事業所は、法定代理受領により市町村から指定通所支援に係る障害児通所給付費等の支給を受けた場

合は、利用者に対し、その額を通知する。

８ 事業所は、法定代理受領を行わない指定通所支援に係る費用の支払を受けた場合は、利用者に対し、

サービス提供証明書を交付する。

 （通常の事業の実施地域）

第 11条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
   尼崎市及び○○市全域とする。ただし、これらの地域以外の利用希望者については相談に応じる。
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 （サービス利用に当たっての留意事項）

第 12条 サービスの利用に当たっては、次の事項に留意する。
（１）○○○こと

（２）○○○こと

 （緊急時等における対応方法）

第 13条 事業所の職員は、指定通所支援の提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたとき
は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。主治医への

連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

 （苦情解決）

第 14条 事業所は、提供した指定通所支援に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対
応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

２ 事業所は、提供した指定通所支援に関し、法令の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文

書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び

利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

３ 事業所は、社会福祉法第 83条に規定する運営適正化委員会が同法第 85条の規定により行う調査又は
あっせんにできる限り協力するものとする。

（虐待の防止のための措置）

第 15条 事業所は、障害児の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとす
る。

（１）虐待防止に関する責任者の選定

（２）苦情解決体制の整備

（３）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

 （暴力団等の排除）

第 16条 事業所の代表者及び管理者は、暴力団員等と密接な関係を有することなく、又、事業所の運営
について暴力団等の支配を受けない。

 （事故発生の防止及び対応）

第 17条 事業所は、事故が発生した場合に的確に対応し、又は事故の発生若しくはその再発を防止する
ため、次の措置を講ずる。

（１）事故が発生した場合の対応、事故の発生又はその再発の防止等に関する指針を定める。

（２）事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合において、これらの事実が管理者に報

告され、及びその原因の分析の結果に基づき策定した改善策が従業者に周知される体制を整備する。

（３）定期的に、事故の発生又はその再発の防止について、その協議を行うための会議を開き、及び従業

者に対して研修を行う。

２ 指定通所支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。 
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（非常災害対策） 

第 18 条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制
を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うも

のとする。 

（従業者の研修）

第 19条 事業所は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとする。
（１）採用時研修 採用後○カ月以内

（２）継続研修  年○回

２ 実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業

者の計画的な育成に努める。

 （運営内容の評価及び結果の公表）

第 20条 事業所は、その運営状況の内容について評価を行い、おおむね年 1回程度その結果を公表する
ものとする。

 （その他運営についての留意事項）

第 21条 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
２ 事業所の職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、当該事業

所の職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約の内容とする。

３ 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

４ 事業所は、利用者に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定通所支援を完結し

た日から５年間保存するものとする。

５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は△△法人＊＊と事業所の管理者との協議に基

づいて定めるものとする。

附 則                         

   この規程は、令和○○年○月○日から施行する。
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事業所の電子メールアドレス情報の提供について(依頼) 

 本市では、緊急時等における速やかな情報伝達や必要書類の提出依頼、並びに研修開催のお知らせ

等につきましては、原則として電子メールにより行っております。 

つきましては、貴事業所へ連絡する際の電子メールアドレスをご提供いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 なお、提供いただきました電子メールアドレスについては、その取扱いに十分注意させていただき

ます。（発信時は、他事業所のアドレスがわからないように BCCで発信するなど） 

１ アドレスの送信方法 

（１）電子メールの本文に、①事業所番号、②事業所名、③サービス名、④電子メールアドレスを記載の

上、下記電子メールアドレスへ送信してください。件名は「事業所電子メールアドレス回答」としてくださ

い。 

 ama-syougai-shitei@city.amagasaki.hyogo.jp  
          （見本） 

（２）事業所としてアドレスを取得していない場合は、法人本部など、確実に受信できるアドレスを記載して

ください。ＰＤＦファイル等を添付して送信することがありますので、そうした環境をご確認の上、ご回答

ください。 

２ 電子メールを受信できる環境にない場合 

おそれ入りますが、FAX にてその旨のご返答をお願いします。 

３ 留意事項 

（１）電子メールでの発信情報は、主に以下の事項です。 

   ア 緊急時の情報発信（新型インフルエンザ等の感染症対策等） 

   イ 提出書類のお知らせ（処遇改善加算の計画書の届出や実績報告書の提出等） 

   ウ 兵庫県からの研修開催の案内 

   エ 厚生労働省からの通知      等々 

（２）このアドレスは一般に公開しているものではないため、このアドレスを用いての各事業所からの個別

連絡等については対応いたしかねますので、ご了承ください。 

（３）事業所のアドレスが変更となった場合は、その旨をメールでお知らせください。（変更届不要） 

以上 

尼崎市役所 法人指導課 

電話：０６－６４８９－６７５０ 

ＦＡＸ：０６－６４８９－６３５１ 
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事 務 連 絡 

令和３ 年１ 月13日 

都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管課 御中 

    中 核 市 

厚生労働省社会・ 援護局 

障害保健福祉部障害福祉課 

令和３年度の「 障害福祉サービス等処遇改善計画書（ 福祉・ 介護職員処遇改善計画書、 

福祉・ 介護職員等特定処遇改善計画書、福祉・ 介護職員等処遇改善計画書） 」  

に係る届出期限について 

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

昨年12月11日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「 令和３年度障

害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」 がとりまとめられたところですが、その

中に、福祉・ 介護職員処遇改善加算及び福祉・ 介護職員等特定処遇改善加算並びに福祉

・ 介護職員処遇改善特別加算（ 以下「 処遇改善加算等」 という。） の見直し等が盛り込

まれています。  

今後、関係する告示や通知の見直しを検討することとなりますが、処遇改善加算等の

届出については、  

・  通常は処遇改善加算等を取得する月の前々 月の末日までに行うこととしているとこ

ろですが、  

・  令和３年度に４月または５月から取得する場合は、同年４月15日までに行うことと

する予定 

ですので、各自治体におかれましては、ご了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関

に周知徹底を図るようお願いいたします。  

【 令和３年度当初の特例（ 予定） 】  

令和３年度に４月または５月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年４

月15日（ 木） までに障害福祉サービス等処遇改善計画書を都道府県知事等へ届出するも

のとする。  

【 （ 参考） 通常の取扱い】  

処遇改善加算等を取得する月の前々 月の末日までに、当該障害福祉サービス事業所等

の所在する都道府県知事等に提出するものとする。  

※  「 福祉・ 介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様
式例の提示について」 （ 令和２年３月６日障障発0306第１号厚生労働省社会・ 援護局

障害保健福祉部障害福祉課長通知） 参照 

【 照会先】  

厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課 

TEL： 03－5253－1111（ 代表）  

評価・ 基準係（ 内線3036）  
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